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受講⽣規約 

本規約は、「アツコサロン」(以下「当サロン」)において、受講⽣がアツコプロジェクトが実施する講
座を受講するにあたって、受講⽣とサロンおよびサロンの講師との間に⽣じる⼀切の関係に適⽤されま
す。 

第 1 条 (アツコサロンについて) 

1. 当サロンは「話⼒であなたの⼈⽣は変わる」を⽬的として、今村敦⼦が代表を務める「アツコプロ
ジェクト」が運営する場であり、学校教育法上の「学校」ではありません。 

2. 当サロンの業務運営は、アツコプロジェクト事務局(以下「当事務局」)がこれを担います。 
3. 当事務局は、アツコサロン講師に代わり講座運営に関する以下の業務を⾏います。 

I. 受講⽣募集および登録受付業務 
II. 受講料回収業務 
III. 当サロン WEB サイト運営管理、広告・イベント企画制作 
IV. その他、上記に付帯する業務 

第 2 条 (受講資格) 

1. 当サロンにおいて講座を開設し、受講者に対し講義を提供する者を「アツコサロン講師」（以下
「講師」）といいます。 

2. 当サロン講師が提供する講義(以下「講義」)を受講する者を「アツコサロン受講⽣」(以下「受講
⽣」)といいます。 

3. 受講⽣は、本規約に同意の上、定められた⼿続きによる申込、受講登録及び受講料の⽀払いを⾏
い、当サロンがその登録を承認した者が、その資格(以下「受講資格」)を有します。 

4. 受講⽣は、当サロン受講中のみならず受講後も、当サロンに関するデータ利⽤する場合には本規約
に定める規定に従うものとします。 

第 3 条（受講申込） 

1. 受講⽣は、受講申込にあたり、個⼈情報等について正しい内容で届け出をするものとします。 
2. 受講⽣は、必ず本⼈が受講申込をすることとします。 
3. 本講座の受講料等の⽀払いにかかる⼿数料（クレジットカード決済の場合の決済⼿数料を含みま

す）は、受講者負担となります。 

第 4 条 (受講資格の停⽌) 

1. 当サロンは、受講⽣が以下の項⽬のいずれかに該当する場合、当該受講⽣に事前に通知することな
く、直ちに受講資格の停⽌をできるものとします。 
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I. 当サロンへの申告、届け出内容に虚偽があった場合。 
II. 受サロン開始前までに受講料の⽀払いがない場合。 
III. 理由の如何に関わらず、当サロンの運営に⽀障があると当サロンが判断した場合。 
IV. 本規約に違反した場合。 
V. その他、当サロンが受講⽣として不適格と判断した場合。 

2. 当サロンが前項の措置をとったことにより、当該受講⽣が当サロンを利⽤できなくなり、これによ
り当該受講⽣または第三者損害が発⽣したとしても、当サロンは⼀切の責任を負いません。 

また、前項各号の各項に該当する⾏為によって当サロンおよび第三者に損害が⽣じた場合、受講資格を
停⽌された後であっても、当該受講⽣はすべての法的責任を負うものとします。 

第 5 条 (禁⽌事項) 

1. 当塾は、受講⽣が講義を受講するにあたって、以下の⾏為を禁⽌します。 

I. 受講⽣、第三者、当サロンまたは講師の権利を侵害し、または侵害するおそれのある⾏為。 
II. 受講⽣、第三者、当サロンまたは講師のプライバシーを侵害する⾏為。 
III. 受講⽣、第三者、当サロンまたは講師を誹謗中傷する⾏為。 
IV. 受講⽣、第三者、当サロンまたは講師に不利益を与える⾏為。 
V. メールアドレス⼜はパスワード及びその他個⼈情報を不正に使⽤する⾏為。 
VI. 有害なコンピュータプログラム等を送信⼜は書き込む⾏為。 
VII. 当サロンを利⽤した営利⽬的、⼜は営利的⾊彩を帯びた⾏為。 
VIII. 当サロンに無断で講義の録⾳・録画、または教材の複製をする⾏為。 
IX. 当サロンに無断で、講義または教材を公衆送信可能にする⾏為。 
X. 当サロンの⽬的に反するような⾏為⼜は書き込み⾏為。 
XI. 公序良俗に反する⾏為。 
XII. 犯罪的⾏為もしくはそれに結びつく⼜は引き起こす⾏為。 
XIII. 宗教的⼜は政治的、営業的勧誘事項。 
XIV. その他、法令に反する⾏為や当サロンが不適切と判断する⾏為。 

2. 受講⽣が前項各号いずれかに該当する⾏為を⾏った場合、当サロンは受講資格を停⽌できるものと
します。 

第６条 （開講中⽌） 

最少催⾏⼈数に満たない場合は、当サロンは開講を中⽌することができます。 

第７条 (損害賠償) 
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1. 受講⽣が第三者または当サロン、利⽤施設に対して迷惑⾏為や損害を与えた場合、当該受講⽣は⾃
⼰の責任で問題を解決するものとし、その損害を賠償するものとします。 

2. 受講⽣が講義中または利⽤施設内で事故・盗難被害にあう等により損害が⽣じた場合は、受講⽣⾃
⾝または当事者間で解決するものとし、当サロンは⼀切の責任を負いません。但し、当サロンの重
⼤な過失により損害が⽣じた場合には、当サロンは、当該講義の受講料相当額（但し、受領済みの
⾦額に限る）を限度として賠償責任を負うものとします。 

第８条 (著作権等) 

1. 受講⽣は、当サロンの講義を通じて提供されるいかなる情報、ソフトウェア、ロゴおよびロゴマー
ク等について、権利者の許諾を得ないで、転送、転載、複製、頒布、出版その他いかなる⽅法にお
いても当該受講⽣の私的使⽤以外の使⽤はできないものとします。 

2. 当サロンは、受講⽣が発信したコメントその他の情報が、次のいずれかに該当する場合には、当該
受講⽣に断りなくこれを停⽌・削除することができるものとします。 

I. 受講⽣、第三者、当学校または講師の著作権、商標権その他の権利を侵害していると当サロンが認
めた場合。 

II. 受講⽣、第三者、当学校または講師の名誉・信⽤を毀損していると当サロンが認めた場合、もしく
は名誉・信⽤を毀損しているとの警告、申し出等を第三者から受け、これに正当な理由が認められ
る場合。 

III. ⽇本または適⽤ある外国の法令に違反していると認められた場合。 
IV. 裁判所、検察、警察その他国家機関等から法律に基づき削除するよう命令を受けた場合。 
V. その他、当塾が不適切と判断した場合。 

第 9 条 (譲渡禁⽌等) 

1. 受講⽣は、受講⽣として有する権利または義務を第三者に譲渡し、担保に供する等の⾏為はできな
いものとします。 

 

第 10 条(変更の届出) 

1. 受講⽣は、個⼈情報等の当学校への届出内容に変更があった場合、速やかに当サロン所定の⽅法で
変更の届出をするものとします。 

2. 前項の届出がなかったことにより受講⽣が不利益を被った場合、当サロンは⼀切その責任を負わな
いものとします。 
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第 11 条（個⼈情報の取り扱いについて） 

1. 当サロンは、別途定める個⼈情報保護⽅針に従って、受講⽣の個⼈情報を適切に取り扱うものとし
ます。 

第 13 条 (当サロンの判断による講義の中断、延期、中⽌) 

1. 当サロンは、以下のいずれかの事由が⽣じた場合には、受講⽣に事前に通知することなく講義を⼀
時的に中断、延期できるものとします。 

I. 設備等の保守を緊急に⾏う場合。 
II. ⽕災、停電等により講義の提供ができなくなった場合。 
III. 天災地変等の不可抗⼒により講義の提供ができなくなった場合。 
IV. 講師が不慮の事故等で、講義の提供ができなくなった場合 
V. 出席⼈数が２名以下の場合 
VI. その他、運⽤上または技術的に当学校が講義の中断が必要と判断した場合。 

2. 当サロンは、前項により講義の⼀時中断等が発⽣したとしても、これに起因して受講⽣およびコン
テンツ実施者が被った損害について⼀切その責任を負わないものとします。 

第 14 条 (規約の変更) 

1. 当サロンでは、受講⽣の了承を得ることなく本規約を変更・追加することがあります。変更後の規
約は、受講⽣に提⽰（当サロンホームページへの掲載を含む）した時点より効⼒を⽣じるものとし
ます。 

2. 強⾏法規の改定等により、本規約の⼀部が同法規に抵触する場合には、当該部分を同法規の定めに
従い変更したものといたします。 

第 15 条 (準拠法と裁判管轄) 

1. 本規約に関する準拠法は、すべて⽇本国の法令が適⽤されるものとします。 
2. 本規約に関するいかなる紛争も福岡地⽅裁判所を第⼀審の専属的管轄裁判所とします。 


